
災害用備蓄品購入事業に係る制限付般競争入札の実施

及びこの入札に参加する者の資格について(公告)

地方自治法(昭和器年法律第67号)第器4条第1項及び地方自治法施行令

(昭和器年政令第 16号)第 1釘条の5の2の規定により制限付き般競争入

札を実施するため、同令第 167条の6及び南風原町契約規則(平成20年4月1

日規則第Ⅱ号)第5条の規定により、次のように公告する。

なお、本契約に係る制限付般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、

下記の要領により制限付般競争入札参加資格確認申請書及び関係書類を提出

すること。

1.入札に付する事項

件名:災害用備蓄品購入事業

業務内容:別添「仕様書」のとおり

期間:契約締結日から令和8年3月25日まで

南風原町公告第3号

令和8年2月13日

2.入札に参加する者に必要な資格

本業務の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者

とする。

(1)地方自治法施行令(昭和器年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当

しないこと。

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7フ

号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制

下にある団体に該当しない者であること。

(3)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法(平成Ⅱ年法律第器5号)に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者ではないこと。

(4)期限の到来している町県民税を完納していること。

(5)「令和7・8年度南風原町入札参加有資格業者名簿(物品)に登録され

ている業者であること。

南風原町長赤嶺正



３．入札参加希望者の申請方法及び受付期間等

（１）本業務の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類（以下「申請書等」

という。）を所定の期日までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければなら

ない。

なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認め

られた者でなければ、本入札に参加することができない。

ア 制限付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号）

イ 町県民税の滞納がない証明書（発行から３カ月以内のもの。写し可）

ウ 業務実績書（様式第２号）

（２）提出方法 前号に掲げる書類のデータを電子メールにて提出後、電話に

て到達確認を行うこと。また、原本は入札時に提出すること。

E-mail：H8894415@town.haebaru.lg.jp

電話：098-889-4415

南風原町総務部 総務課 津波古

（３）提出期限 電子メールによるデータの提出期限 令和８年２月19日（木）

午後５時

※原本は入札時に提出すること。

（４）その他

ア 提出する書類の作成及び提出に係る費用は、申込者が負担すること。

イ 提出された書類は返却しない。

ウ 提出された書類の提出後の差し替え及び再提出は認めない。

エ 提出された書類は、入札参加資格の確認以外に無断で使用しない。

オ 提出期限までに提出書類を提出しない者の入札参加は認めない。

４．入札参加資格の確認結果

令和８年２月 20 日（金）午後５時までに、申請者に対し入札参加資格結果を

電子メール及び電話にて通知する。認定を受けたものに限り入札に参加するこ

とができる。ただし、入札参加資格があると認められた者であっても、確認結果

の通知後に入札資格を欠くこと等が判明した場合は、その確認結果を取り消す。

５．本件入札に関する応札明細書並びに質問書及び回答

（１）受付期限 公告の日から令和８年２月 17 日（火）午後５時まで

（２）応札明細書（様式第３号）に今回の入札に係る商品を記載のうえ電子メ

ールにて提出し、電話にて到達確認を行うこと。原本については、入札時に提出

すること。

（３）質問方法 質問書（様式第４号）に質問事項を記載のうえ電子メールに



て提出し、電話にて到達確認を行うこと。

（４）提出先 E-mail：H8894415@town.haebaru.lg.jp 電話：098-889-4415

南風原町総務部総務課 津波古

（５）回答 令和８年２月18日（水）午後５時までに南風原町ホームページに

回答を掲示

※電話及び口頭による個別の対応はしない。

※質問がなかった場合には回答を掲載しない。

６．入札の日時及び場所

（１）日時 令和８年２月24日（火）午前11時

（２）場所 南風原町字兼城686番地 南風原町役場庁舎４階 401会議室

７．入札方法

（１）入札書（様式第５号）は持参により提出すること。電報、郵送及びファ

クシミリによる入札は認めない。

（２）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の

８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）入札執行回数は、３回までとする。

（４）初回入札時に積算内訳書（様式第６号）を提出すること。初回入札金額

と積算内訳書の金額は同額とすること。

８．入札保証金及び契約保証金に関する事項

（１）入札保証金は、入札額の100分の５以上を納付すること。ただし、南風

原町契約規則第９条に該当する場合は免除等をすることができる。

（２）契約保証金は、契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、南

風原町契約規則第33条に該当する場合は免除等をすることができる。

９．前金払その他契約金の支払方法及び条件

落札業者は、物品の搬入後速やかに適法な請求書を町に提出し、町は請求書

を受理した日から起算して30日以内に落札業者に支払うものとする。

10．入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者がした入

札



（２）委任状（様式第７号）を持参しない代理人がした入札

（３）同一事項について、２通以上の入札書が提出された入札

（４）入札者が他の代理を兼ね、又は代理人が２人以上の者が代理をしてなし

た入札

（５）連合その他不正行為によってなされたと認められる入札

（６）入札書の標記金額を訂正した入札、又は￥マークの記載がない入札

（７）入札書に記名押印を欠いた、又は重要な記載事項について判読できない

入札

（８）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭で判読できない入札

（９）入札書の日付を欠いた入札、又は入札の年月日と合わない入札

（10）鉛筆等容易に消去が可能な筆記用具を使用して記載された入札

（11）再度入札の場合は、当該再度入札に係る案件の初度（３回目の場合は、

初度及び２回目）の入札に不参加の者がした入札

（12）郵送による入札

（13）その他入札に関する条件に違反した入札

10．その他

（１）入札説明会は開催しません。

（２）その他の事項について、入札心得を確認すること。

11．問い合わせ先

南風原町総務部総務課 担当 津波古

〒901-1195 南風原町字兼城686番地

電話番号：098-889-4415 ＦＡＸ番号：098-889-7657

E-mail：H8894415@town.haebaru.lg.jp


